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総 行 行 第 ２ １ 号 

国土入企第３１号 

平成２６年２月７日 

 

各都道府県知事 殿 

（市町村担当課、契約担当課扱い） 

各都道府県議会議長 殿 

（議会事務局扱い） 

各政令指定都市市長 殿 

（契約担当課扱い） 

各政令指定都市議会議長 殿 

（議会事務局扱い） 

 

 

総 務 省 自 治 行 政 局 長               

 

 

 

 

国土交通省土地・建設産業局長               

 

 

公共工事の円滑な施工確保について 

 

 

 日本経済の成長力の底上げと好循環の実現を図るためには、「好循環実現のた

めの経済対策」（平成 25 年 12 月５日閣議決定）及び平成 26 年２月６日に成立

した平成 25 年度補正予算も含めた今後の公共工事の迅速かつ着実な実行が重要

です。 

「好循環実現のための経済対策」では、「建設産業の現場の人手不足感が高ま

る中で、地域の建設企業が採算性を確保しつつ、公共事業の円滑な施工が確保さ

れるよう、最新の労務単価の適用等による適正な価格による契約、地域企業の活

用に配慮しつつ発注ロットの大型化等による技術者・技能者の効率的活用、地域

の実情等に応じた資材等の地域外からの調達に係る適切な支払い、入札契約手続

きの効率化等の徹底、資金調達の円滑化等により、万全を期する」こととされて
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います。 

 このため、各地方公共団体におかれては、前記「好循環実現のための経済対策」

の趣旨及び「公共工事の入札及び契約の適正化の推進について」（平成 23 年８

月 25 日付け総行行第 126 号・国土入企第 14 号）において要請した内容を踏まえ、

下記の措置を講じることにより、今後の公共工事の円滑な施工確保を図っていた

だくよう、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 12 年法

律第 127 号）第 18 条第２項に基づき、要請します。 

 各都道府県におかれては、貴都道府県内の市区町村（政令指定都市を除く。）

の長及び議会の議長に対しても、本要請の周知をよろしくお願いします。 

 

記 

 

１．適正な価格による契約について 

 

（１）予定価格の適切な設定について 

  予定価格の設定に当たっては、最新の労務単価、資材等の実勢価格を適切に

反映させること。 

また、適正な積算に基づく設計書金額に相当程度の一定率を乗じること等に

より当該金額の一部を控除するいわゆる歩切りについては、「予定価格の適正

な設定について」（平成 26 年１月 24 日付総行行第 13 号・国土入企第 27 号）

により要請したとおり、厳に慎むこと。 

最近では、大型の公共建築工事を中心に、予定価格が実勢価格と乖離してい

ることなどを原因として入札不調・不落が発生していることから、「公共建築

工事の円滑な施工確保に係る当面の取組について」（平成 26 年１月 24 日付け

総行行第 12 号・国営計第 102 号・国土入企第 24 号）の趣旨を踏まえ、実勢を

踏まえた適正な予定価格の設定等を通じた円滑な施工確保を図ること。 

 

（２）予定価格等の事前公表の見直しについて 

  低入札価格調査基準価格及び最低制限価格については、その事前公表によ

り、当該近傍価格へ入札が誘導されるとともに、入札価格が同額の入札者のく

じ引きによる落札等が増加する結果、適切な積算を行わずに入札を行った建設

業者が受注する事態が生じるなど、建設業者の真の技術力・経営力による競争

を損ねる弊害が生じうること、地域の建設業の経営を巡る環境が極めて厳しい

状況にあることにかんがみ、事前公表は取りやめ、契約後の公表とすること。 

  予定価格についても、その事前公表によって同様の弊害が生じかねないこと
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等の問題があることから、事前公表の適否について十分に検討した上で、弊害

が生じた場合には速やかに事前公表の取りやめ等の適切な対応を行うものと

すること。 

 

（３）低入札価格調査基準価格及び最低制限価格の見直しについて 

   適正価格での契約の推進を図るため、低入札価格調査基準価格及び最低制限

価格については、「低入札価格調査における基準価格の見直し等について」

（平成 25 年５月 16 日付け総行行第 74 号・国土入企第３号）により要請した

とおり、平成 25 年５月に改正された「工事請負契約に係る低入札価格調査基

準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」を踏まえた算定方式の改定等

により適切に見直すこと。 

 

（４）スライド条項の適切な設定・活用ついて 

  契約後の資材や労務費の高騰等の変動に備え、いわゆるスライド条項（公共

工事標準請負工事約款第 25 条）を適切に設定するとともに、受注者からの申

請に応じて適切な対応を図ること。また、その旨建設業者に周知徹底すること。 

 

（５）設計変更等の適切な実施について 

   設計図書の不備等による着工の遅れ、人員不足による検査の遅れなど発注者

側の事情に起因して工期が長期化した場合には、設計変更等により適切に対応

すること。 

 

（６）遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更等について 

  工事の発注量や資材の需給に係る状況等から入札不調・不落や資材の不足が

懸念される地域では、遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更等について、

「平成24年度補正予算等の執行における積算方法等に関する試行について（平

成 25 年２月６日付け国技建第７号）」（別添１）を参考として、適切な運用

に努めること。 

 

 

２．技術者・技能者の効率的活用 

 

（１）地域の実情等に応じた発注ロットの大型化について 

  工事の発注量や労務の需給に係る状況等から技術者や技能労働者の不足が

懸念される地域では、技術者等を有効活用するため、地域の実情等に応じて、
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複数の工区をまとめて発注するなど発注ロットを大型化して発注すること。そ

の際、施工箇所が点在する工事の間接費の積算等については、「平成 24 年度

補正予算等の執行における積算方法等に関する試行について（平成 25 年２月

６日付け国技建第７号）」（別添１）を参考に、適切に行うこと。 

 

（２）技術者の専任等に係る取扱いについて 

   主任技術者の専任に係る取扱い、現場代理人の常駐義務緩和に関する運用及

び監理技術者等の専任を要しない期間の設定については、「建設工事の技術者

の専任等に係る取扱いについて（改正）」（平成 26 年２月３日付け国土建第

272 号）（別添２）における趣旨を踏まえ、適切に対応すること。 

 

（３）柔軟な工期の設定について 

 受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、受注者が配置技術者、技能

労働者、資機材等を確保するための準備期間を考慮して工期の開始時期を調整

するなど、公共工事の円滑な施工確保のため柔軟な工期設定に努めること。 

 

 

３．入札契約手続きの効率化等 

 

入札契約手続の実施に当たっては、透明性、公正性の確保等を図るととも

に、事業に早期に着手できるよう、入札公告等の準備行為の前倒しや総合評

価落札方式における提出資料の簡素化、指名競争入札方式の活用等により可

能な限り手続に要する期間の短縮に努めるとともに、事業執行の迅速化や効

率化に資する適切な規模での発注、総合評価落札方式における技術審査・評

価業務の効率化、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第８号に基づき契約

すること等により、事務の改善及び効率化に努めること。 

 

 

４．地域の建設業者の受注機会の確保について 

 

  官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律（昭和 41 年法律第

97 号）に基づく中小企業者に関する国等の契約の方針及び平成 25 年６月 25

日に閣議決定された「平成 25 年度中小企業者に関する国等の契約の方針」に

おいて、地域の中小企業者の適切な評価を行うとともに、公共工事の効率的

施工等が期待できる工事については、極力分離・分割して発注を行うこと等
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とされている趣旨を踏まえ、引き続き中小建設業者等の受注機会の確保に努

めること。 

 

 

５．建設業者の資金調達円滑化のための取組について 

 

    前払金・中間前払金について未導入の団体については早急にその導入を図

るとともに、前金払制度のさらなる活用や支払限度額の見直し、工事請負代

金の支払手続の迅速化に努めること。 

   また、地域建設業経営強化融資制度について、引き続き積極的な活用に努

めるとともに、本制度の趣旨を踏まえ、債権譲渡の承諾手続の迅速な運用に

努めること。 

 

 

６．就労環境の改善について 

 

   公共工事の増加に伴い、建設労働者の勤務時間の増加、工期延長に伴う資

金不足による賃金支払いの遅延等の就労環境の悪化が懸念されるところであ

り、また、平成 26 年２月６日に成立した補正予算による経済効果の早期発現

のためには、発注者から元請企業、下請企業を通じて建設労働者に至るまで

適切に支払いが行われることが重要であることに鑑み、適切な工期の設定や

柔軟な設計変更、前払金・中間前払金の活用などにより建設労働者の就労環

境の改善に努めること。 

   また、国土交通省直轄工事においては、事業者が本来負担すべき法定福利

費の額が予定価格に適切に反映されるよう、現場管理費率式の見直しを行い、

平成 24 年４月１日から適用しているが、貴団体発注工事においても同様の見

直しを行うことにより、建設労働者にとって最低限の福利厚生であり法令上

の義務である社会保険等への加入促進を図ること。 



 

別添１ 

国 技 建 第 7 号 
平成 25 年 2 月 6 日 

 
各地方整備局 技術調整管理官 殿 
北海道開発局 技術管理企画官 殿 
沖縄総合事務局 技術管理官  殿 
 

大臣官房 技術調査課      
建設システム管理企画室長 

 
平成 24 年度補正予算等の執行における積算方法等に関する試行について 

 
平成 24 年度補正予算の執行においては、「平成 24 年度補正予算等に係る国土交通省

所管事業の執行に向けた入札・契約業務等の円滑な実施について」（平成 25 年 1 月 15
日付け国官総第 279 号、国官会第 2589 号、国地契第 69 号、国官技第 247 号、国営管

第 386 号、国営計第 86 号、国北予第 45 号）（以下「大臣官房長通知」という。）及び

「平成 24 年度補正予算等に係る国土交通省所管事業の執行に向けた入札・契約業務等

の円滑な実施に関する具体的手続きについて」（平成 25 年 1 月 15 日付け国地契第 70
号、国官技第 248 号、国営管第 387 号、国営計第 87 号、国港総第 384 号、国港技第

95 号、国空予管第 449 号、国空安保第 499 号、国空交企第 518 号、国北予第 46 号）

にて通知しているところであるが、早期の予算執行に万全を期するため、当分の間、積

算方法等に係る下記の試行を進めることとするので、各地方整備局等においては、工事

の発注量や資機材、労務の需給に係る状況等から入札不調・不落や資機材の不足が懸念

される地域では、必要と思われる試行項目を積極的に適用するよう管内所管部局を指導

するなど、適切に運用されたい。 
 

記 
 
１．施工箇所が点在する工事の間接費の積算について 
 
（１）趣旨 
「施工箇所が点在する工事の積算方法について」（平成 24 年 2 月 14 日付国技建第５号）

（以下、「室長通知」という。）により、「市町村をまたぎ、施工箇所が複数ある工事に

ついては、工事箇所（市町村単位）ごとに共通仮設費、現場管理費の算出を可能とする。」

こととしているところであるが、広域の市町村も存在している状況等を鑑みると、積算

額と実際に要する費用との間になお乖離が生じる場合も考えられる。 



 
 

また、平成 24 年度補正予算の執行にあたっては、大臣官房長通知において、事業執

行の迅速化や効率化に資する適切な規模での発注を行うこととされている。このため、

早期の予算執行に万全を期すため、室長通知に定める工事箇所の範囲を細分できること

とする。 
 
（２）対象工事 
 平成 24 年度補正予算の成立日以降に入札契約手続きを開始する工事において、施工

箇所が複数あり、施工箇所の点在範囲が５ｋｍ程度を超え、工事の施工形態等を考慮す

ると、同一施工箇所として取り扱った場合に積算額と実際に要する費用との間に乖離が

生じるおそれがあると発注者が判断するもの。 
 
（３）工事箇所の設定方法 
 施工箇所が点在する工事については、原則として市町村単位で工事箇所を設定した上

で、なお施工箇所が点在する工事箇所について、点在範囲が５ｋｍ程度を越えなくなる

回数を限度に細分できることとする。 
 
（４）主な手続き 
① 入札公告及び入札説明書に、以下の記載例を参考に、本試行の対象であることを

記載するものとする。 
＜記載例＞ 
本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準

積算と施工実態に乖離が考えられるため、『○○地区』（施工箇所○○、○○）『△△地

区』（施工箇所○○、施工箇所○○）、『□□地区』（施工箇所○○）ごとに共通仮設費

及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事積算方法の試行工事」である。

 
② 特記仕様書に、以下の記載例を参考に本試行の対象工事であることを記載するも

のとする  
＜記載例＞ 

第◇条 施工箇所が点在する工事の積算方法の試行工事 

（１）本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費につ

いて標準積算と施工実態に乖離が考えられるため、『○○地区（施工箇所○○、

○○）、△△地区（施工箇所○○）、□□地区（施工箇所○○）（以下、対象地

区という）』ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在す

る工事の積算方法の試行工事」である。 

（２）本工事における共通仮設費の金額は、対象地区毎に算出した共通仮設費を

合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象地区毎に算出



 
 

した現場管理費を合計した金額とする。 

    なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正（大都市、施工地域等）につ

いては、対象地区毎に設定する。 

（３）本工事は、「間接工事費等諸経費動向調査」の対象工事であり、別途監督

職員より通知される調査要領等に基づき調査票の作成を行う。 

     調査票は、工事終了後速やかに監督職員に提出するものとする。又、調査

票の聞き取り調査等を実施する場合にはこれに協力するものとし、調査票の

根拠となった契約書等を提示するものとする。 

注）『○○地区（施工箇所○○、○○）』『△△地区（施工箇所○○』『□□地区（施

工箇所○○）』の部分には、共通仮設費及び現場管理費を個別に積み上げる地区及

び橋梁名等を記載する。 
 
 
２．遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について 
 
（１）趣旨 
 平成 24 年度補正予算の執行に伴う工事においては、一部の建設資材のひっ迫が生じ、

通常は地域内から調達している砂利等の建設資材についても、安定的に確保するために

場合によっては遠隔地から調達せざるを得なくなる場合が想定される。 
このため、建設資材のひっ迫が懸念される地域においては、当該建設資材について当

初に調達条件を明示した上で、工事実施段階において当初の調達条件によりがたい場合

には輸送費や購入費用など調達の実態を反映して設計変更を行うこととする。 
 
（２）対象工事 
・平成 24 年度補正予算の成立日以降に入札契約手続きを開始する工事 
・平成 24 年度補正予算の成立日以降に既契約工事に追加する工事 

 
（３）設計変更対象項目 
 通常、地域内から調達する採石、土砂等の建設資材の購入、輸送費等の調達に要する

費用及び通常、特定の所在地から調達する仮設材の輸送費等の調達に要する費用。なお、

ここでいう「地域」及び「所在地」とは、各地方整備局にて通常の工事積算で使用して

いる基準を使用することとする。 
 



 
 

（４）主な手続き 
 
① （２）の工事においては、特記仕様書に以下の記載例を参考に、本試行の対象で

あることを記載するものとする。 

 
＜記載例＞ 

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安

定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、

事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費

用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、そ

の費用について設計変更することとする。 

 

 

 

 

 

 

② 受注者は、当初契約締結後において、安定的な確保を図るために、建設資材を当該

地域以外から調達せざるを得なくなった場合には、事前に監督職員と協議するもの

とする。 

 

③ 事前協議した建設資材の調達に係る支出実績を踏まえて設計変更する場合は、最終

精算変更時点において、当該費用に関して実際に支払った全ての証明書類（領収書、

領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。）を監督職員に提出

し、設計変更の内容について協議するものとする。なお、受注者の責めに帰すべき

事由による増加費用については、設計変更の対象としない。 

 
 
３．地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について 
 
（１）趣旨 

平成 24 年度補正予算の執行に伴う工事においては、今後の工事の本格化に伴って労

務市場がひっ迫し、宿泊費や労働者の赴任手当てなど地域外からの労働者確保が必要に

なる場合が想定されることから、労務のひっ迫が懸念される地域においては、契約締結

後、労働者確保に要する方策に変更があった場合、必要となる費用について設計変更に

より対応できることとする。 

資 材 名 規 格 調達地域等 
骨材 C-40 ○○地区 
土砂  ○○地区 
仮設材（鋼矢板） Ⅳ型 ○○市 



 
 

（２）対象工事の範囲 
・平成 24 年度補正予算の成立日以降に入札契約手続きを開始する工事 
・平成 24 年度補正予算の成立日以降に既契約工事に追加する工事 

 
（３）設計変更の対象項目 
   「土木請負工事の共通仮設費算定基準（昭和 55 年２月 22 日付建設省官技発第

89 号、最終改正：平成 20 年 3 月 24 日付国官技第 314 号）」における下記１）～

３）の項目及び「土木請負工事工事費積算基準（昭和 42 年７月 20 日付建設省官技

発第 35 号、最終改正：平成 24 年 3 月 30 日付国官技第 343 号）」における下記４）

～５）の項目とする（以下「実績変更対象費」という）。 
 １）9（1） ﾆ 労働者の輸送に要する費用 
 ２）9（1） ﾎ 上記ｲ,ﾛ,ﾊに係る土地・建物の借上げに要する費用 のうち『宿泊費』 
 ３）9（1） ﾎ 上記ｲ,ﾛ,ﾊに係る土地・建物の借上げに要する費用 のうち『借上費』 
 ４）3（2） ｲ（ｲ）労務管理費 (あ) 募集及び解散に要する費用 
 ５）3（2） ｲ（ｲ）労務管理費 (え) 賃金以外の食事、通勤等に要する費用  

 
（４）主な手続き 
 

① 入札公告及び入札説明書に、以下の記載例を参考に本試行の対象工事であるこ

とを記載することにより、周知するものとする。  

＜記載例＞ 
本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち

労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象費」という。）につい

て、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得

ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変

更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難

になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で

設計変更する試行工事である。 
営 繕 費：労働者送迎費、宿泊費、借上費 

     （宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。） 

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、 

通勤等に要する費用 

 
 
 
 



 
 

 
② 特記仕様書に、以下の記載例を参考に、本試行の対象工事であることを記載す

るものとする。 

＜記載例＞  
第１条 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費

のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象費」とい

う。）について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域

的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労

働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額

相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の

支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事であ

る。 
営 繕 費：労働者送迎費、宿泊費、借上費 

（宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。） 

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に

要する費用 

第２条 受注者から請負代金内訳書の提出があった後、発注者は工事費構成

書にて共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象費の割合を

提示するものとする。 
第３条 受注者は、当初契約締結後の単価合意を行う際に、前条で示された

割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施

計画書（様式１）を作成し、監督職員に提出するものとする。 

第４条 最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて

設計変更する場合は、変更実施計画書（様式２）及び実績変更対象

費に実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないもの

は金額の適切性を証明する金額計算書など。）を監督職員に提出し、

設計変更の内容について協議するものとする。 

第５条 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事

由による増加費用については、設計変更の対象としない。 

第６条 実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設

費率分は、土木工事標準積算基準に基づく算出額から実施計画書（様

式１）に記載された共通仮設費率分の合計額を差し引いた後、証明

書類において確認された費用を加算して算出する。また、現場管理

費は、土木工事標準積算基準に基づく算出額から実施計画書（様式

１）に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類に

おいて確認された費用を加算して算出する。 



 
 

     なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証

明書類をもって金額の変更を行うものとする。 
第７条 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、

法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。 

第８条 疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 

 

③ 受注者から請負代金内訳書の提出があった後、発注者は工事費構成書にて共通

仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象費の割合を提示する。 

   （既契約の工事に追加する場合は、速やかに、②の特記仕様書記載例の内容につ

いて、指示を行うとともに、指示後１０日以内に工事費構成書にて当初の共通仮

設費及び現場管理費に対する実績変更対象費の割合を提示する。） 

 

④ 受注者は、当初契約締結後の単価合意を行う際に、③により発注者から示され

た割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書

（様式１）を作成し、監督職員に提出するものとする。 

   （既契約の工事に追加する場合は、③により実績変更対象費の割合の提示を受け

た後、速やかに実施計画書（様式１）を作成し、監督職員に提出するものとする。） 
 

⑤ 最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更す

る場合は、変更実施計画書（様式２）及び実績変更対象費に実際に支払った全

ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計

算書など。）を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。 

なお、受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由によ

る増加費用については、設計変更の対象としない。 
 

⑥ 実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、

土木工事標準積算基準に基づく算出額から実施計画書（様式１）に記載された

共通仮設費率分の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を

加算して算出する。また、現場管理費は、土木工事標準積算基準に基づく算出

額から実施計画書（様式１）に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、

証明書類において確認された費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類

の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって金額の変更を行う

ものとする。 
 

⑦ 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及

び指名停止等の措置を行う場合があるものとする。 
 

⑧ 疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 



 
 

４．その他 
東日本大震災被災地で特に被害が大きい岩手県、宮城県及び福島県においては、「被

災地以外からの労働者確保に要する追加費用に対する当面の運用について」（平成

24 年 2 月 29 日付け国技建第６号）及び「東日本大震災の復旧・復興事業等における

積算方法等に関する試行について」（平成 24 年 6 月 27 日付け国技建第３号）を通

知しているところであり、本通知と合わせて、必要な試行項目を積極的に活用された

い。 
 

以上 



 
 

様式１   
実績変更対象費に関する実施計画書 

費 目 費 用 内  容 計上額 

共 通 仮

設費 

営繕費 借上費 現場事務所、試験室、労働者

宿舎、倉庫、材料保管場所等

の敷地借上げに要する地代及

びこれらの建物を建築する代わ

りに貸しビル、マンション、民家

等を長期借上げする場合に要

する費用 

 

宿泊費 労働者が、旅館、ホテル等に宿

泊する場合に要する費用 

 

労働者送

迎費 

労働者をマイクロバス等で日々

当該現場に送迎輸送（水上輸

送を含む）をするために要する

費用（運転手賃金、車両損料、

燃料費等含む） 

 

小  計  

現 場 管

理費 

労 務 管

理費 

募集及び

解散に要

する費用 

労働者の赴任手当、労働者の

帰省旅費、労働者の帰省手当 

 

賃金以外

の 食 事 、

通勤等に

要する費

用 

労働者の食事補助、交通費の

支給 

 

小  計  

合  計  

 
 
 
 



 
 

様式２   
実績変更対象費に関する変更実施計画書 

費 目 費 用 内  容 当初 

計上額 

変更 

計上額 

差額 

共 通

仮 設

費 

営 繕

費 

借上費 現場事務所、試験室、労

働者宿舎、倉庫、材料保

管場所等の敷地借上げ

に要する地代及びこれら

の建物を建築する代わり

に貸しビル、マンション、

民家等を長期借上げす

る場合に要する費用 

   

宿泊費 労働者が、旅館、ホテル

等に宿泊する場合に要

する費用 

   

労働者

送迎費 

労働者をマイクロバス等

で日々当該現場に送迎

輸送（水上輸送を含む）

をするために要する費用

（ 運 転手 賃 金、 車両 損

料、燃料費等含む） 

   

小  計    

現 場

管 理

費 

労 務

管 理

費 

募集及

び解散

に要す

る費用 

労働者の赴任手当、労

働者の帰省旅費、労働

者の帰省手当 

   

賃金以

外の食

事 、 通

勤等に

要 す る

費用 

労働者の食事補助、交

通費の支給 

   

小  計    

合  計    

 



 
別添２ 

国土建第２７２号 

平成２６年２月３日 

 

都道府県主管部局長 あて 

 

国土交通省土地・建設産業局建設業課長   

 

 

建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて（改正） 

 

 

建設工事の現場に置くこととされている主任技術者又は監理技術者（以下、

「監理技術者等」という。）及び現場代理人について、「建設工事の技術者の

専任等に係る取扱いについて」（平成２５年２月５日付け国土建第３４８号）

を定め、その適正な運用をお願いしてきたところですが、今般、下記のとおり

改正し、地方整備局等あて通知しましたのでお知らせします。 

貴職におかれては、貴管内の公共工事発注機関等の関係行政機関及び建設業者

団体に対しても速やかに関係事項の周知方お願いします。 

なお、「東日本大震災の被災地における「建設工事の技術者の専任等に係る取

扱いについて」の運用について」（平成２５年９月１９日付け国土建第１６２

号）は、廃止します。 
 

記 

 

１．令第２７条第２項の当面の取扱いについて 

  令第２７条第２項においては、同条第１項に規定する工事のうち密接な関

係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場

所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を

管理することができることとされているところであるが、当面の間、以下の

とおり取り扱うこととする。 

  なお、当該規定については監理技術者には適用されないことに留意された

い。 

 （１） 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事

又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互

の間隔が１０ｋｍ程度の近接した場所において同一の建設業者が施

工する場合には、令第２７条第２項が適用される場合に該当する。な

お、施工にあたり相互に調整を要する工事について、資材の調達を一

括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場

合等も含まれると判断して差し支えない。 

 

 （２） （１）の場合において、一の主任技術者が管理することができる工

事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則２件程度とする。 

  



 

 （３） （１）及び（２）の適用に当たっては、法第２６条第３項が、公共

性のある施設又は多数の者が利用する施設等に関する重要な工事に

ついて、より適正な施工を確保するという趣旨で設けられていること

にかんがみ、個々の工事の難易度や工事現場相互の距離等の条件を踏

まえて、各工事の適正な施工に遺漏なきよう発注者が適切に判断する

ことが必要である。また、本運用により、土木工事以外の建築工事等

においても活用が見込まれ、民間発注者による工事も含まれる点につ

いて留意されたい。 

 

２．現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について 

  平成２２年７月の標準約款の改正により、現場代理人の常駐義務を緩和す

る旨の規定（標準約款第１０条第３項）が追加されたことを受け、「現場代

理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について」（平成２３年１１月１４

日付け国土建第１６１号）（別紙１）において、適切な運用に努めるよう、

お願いしてきたところであるが、引き続き、当該規定の趣旨を踏まえ、現場

代理人の常駐義務緩和について適切に運用されたい。 

  なお、現場代理人の常駐義務の緩和により、法第２６条第３項に基づく監

理技術者等の専任義務が緩和されるものではないことに留意されたい。 

 

３．監理技術者等の専任を要しない期間の明確化について 

  監理技術者等の専任を要しない期間については、「監理技術者制度運用マ

ニュアル」（平成１６年３月１日付け国総建第３１５号）のほか、「主任技

術者又は監理技術者の専任を要しない期間の明確化について」（平成２１年

６月３０日付け国総建第７５号）（別紙２）において、適切に設定されるよ

う、お願いしてきたところであるが、引き続き、これらの趣旨を踏まえ、監

理技術者等の専任を要しない期間について適正に運用されたい。 

 

以 上 

 



国土入企第３２号 

平成２６年２月７日 

 

 

 建設業団体の長 殿 

 

 

国土交通省土地・建設産業局長               

 

 

公共工事の円滑な施工確保について 

 

 

 日本経済の成長力の底上げと好循環の実現を図るためには、「好循環実現のた

めの経済対策」（平成 25 年 12 月５日閣議決定）及び平成 26 年２月６日に成立

した平成 25 年度補正予算も含めた今後の公共工事の迅速かつ着実な実行が重要

です。 

「好循環実現のための経済対策」では、「建設産業の現場の人手不足感が高ま

る中で、地域の建設企業が採算性を確保しつつ、公共事業の円滑な施工が確保さ

れるよう、最新の労務単価の適用等による適正な価格による契約、地域企業の活

用に配慮しつつ発注ロットの大型化等による技術者・技能者の効率的活用、地域

の実情等に応じた資材等の地域外からの調達に係る適切な支払い、入札契約手続

きの効率化等の徹底、資金調達の円滑化等により、万全を期する」こととされて

います。 

  

国においては、本経済対策の内容に沿って今後の予算を執行することとしてお

りますが、各地方公共団体においても、「好循環実現のための経済対策」の趣旨

及び「公共工事の入札及び契約の適正化の推進について」（平成 23 年８月 25 日

付け総行行第 126 号・国土入企第 14 号）において要請した内容を踏まえ、円滑

な施工確保を図るため、別添のとおり取組を講じるよう各都道府県及び政令指定

都市あてに通知しましたのでお知らせします。 

 

貴職におかれては、当該取扱いについてご理解と適切な対応をお願いするとと

もに、貴団体傘下の建設企業に対し、周知方お願いします。 



＜建設業団体送付先一覧＞

全国管工事業協同組合連合会会長

一般社団法人日本空調衛生工事業協会会長

一般社団法人日本建設機械施工協会会長

一般社団法人日本塗装工業会会長

一般社団法人全国建設業協会会長

一般社団法人日本左官業組合連合会会長

一般社団法人日本サッシ協会理事長

一般社団法人日本電設工業協会会長

建設工業経営研究会会長

一般社団法人海外建設協会会長

一般社団法人日本道路建設業協会会長

一般社団法人日本埋立浚渫協会会長

一般社団法人鉄骨建設業協会会長

日本建設組合連合会長

一般社団法人全国中小建設業協会会長

一般社団法人建設産業専門団体連合会会長

建設業労働災害防止協会会長

一般社団法人情報通信エンジニアリング協会会長

一般社団法人日本橋梁建設協会会長

公益社団法人全国鉄筋工事業協会会長

社団法人プレハブ建築協会会長

社団法人全国さく井協会会長

一般社団法人日本鳶工業連合会会長

日本室内装飾事業協同組合連合会理事長

一般社団法人日本タイル煉瓦工事工業会会長

全日本板金工業組合連合会会長

一般社団法人日本エレベ－タ協会会長

一般社団法人情報通信設備協会会長

一般社団法人全国建設産業協会会長

一般社団法人全国クレ－ン建設業協会会長

一般社団法人日本造園建設業協会会長

一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会会長

一般社団法人日本機械土工協会会長

一般社団法人全国中小建築工事業団体連合会会長

一般社団法人日本シヤッタ－・ドア協会会長

社団法人全国建設室内工事業協会会長

一般社団法人日本橋梁・鋼構造物塗装技術協会会長

一般社団法人ｶ-ﾃﾝｳｫ-ﾙ・防火開口部協会会長

一般社団法人ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ建設業協会会長

全国建具組合連合会会長

一般社団法人日本保温保冷工業協会会長

全国基礎工業協同組合連合会会長

全国建設業協同組合連合会会長

社団法人日本ウエルポイント協会会長

一般社団法人日本グラウト協会会長

一般社団法人日本建設躯体工事業団体連合会会長

一般社団法人日本海上起重技術協会会長

一般社団法人日本造園組合連合会理事長

せんい強化セメント板協会会長

一般社団法人日本建設業経営協会会長

全国浚渫業協会会長



一般社団法人土地改良建設協会会長

一般社団法人全国防水工事業協会会長

一般社団法人日本基礎建設協会会長

一般社団法人全日本瓦工事業連盟理事長

社団法人日本建設大工工事業協会会長

一般全国ダクト工業団体連合会会長

日本外壁仕上業協同組合連合会会長

一般社団法人日本建築大工技能士会会長

一般社団法人四国電気・管工事業協会会長

一般社団法人全国ｺﾝｸﾘ-ﾄ圧送事業団体連合会会長

一般社団法人全国タイル業協会会長

一般社団法人日本厨房工業会会長

重仮設業協会会長

一般社団法人日本計装工業会会長

全日本電気工事業工業組合連合会会長

全国圧気工業協会会長

公益社団法人日本エクステリア建設業協会会長

一般社団法人全国道路標識・標示業協会会長

一般社団法人日本金属屋根協会会長

社団法人斜面防災対策技術協会会長

一般社団法人全国建設産業団体連合会会長

一般社団法人日本下水道施設業協会会長

一般社団法人日本内燃力発電設備協会会長

一般社団法人日本建築板金協会会長

消防施設工事協会会長

一般社団法人日本運動施設建設業協会会長

全国圧接業協同組合連合会会長

一般中小建設業住宅センタ－会長

全国マスチック事業協同組合連合会会長

全国ポンプ・圧送船協会会長

全国板硝子工事協同組合連合会会長

一般社団法人全日本屋外広告業団体連合会会長

一般社団法人日本家具産業振興会会長

公益社団法人全国解体工事業団体連合会会長

公益社団法人日本推進技術協会会長

日本建設インテリア事業協同組合連合会会長

日本ウレタン断熱協会会長

一般社団法人日本配管工事業団体連合会会長

一般社団法人ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ協会会長

一般社団法人日本トンネル専門工事業協会会長

一般社団法人日本アンカー協会会長

一般社団法人日本ツーバイフォー建築協会会長

一般社団法人日本木造住宅産業協会会長

一般社団法人日本潜水協会会長

一般社団法人全国特定法面保護協会会長

一般社団法人日本在来工法住宅協会理事長

ダイヤモンド工事業協同組合理事長

一般社団法人日本建設業連合会会長

一般社団法人フローリング協会会長

一般社団法人全日本漁港建設協会会長


